
３ 所得から差し引かれる金額に関する事項

現 住 所
1月1日現在
の 住 所

提出年月日

(宛先)

高槻市長

令和
年 月 日

氏 名
フリガナ

宛名番号

業種又は職業

電話番号

個人番号

続柄世帯主
の氏名

生年
月日

㉕

㉗

㉙～㉛ ㉙　□ 寡婦控除 ㉛　□ 勤労学生控除
（学校名）

㉚

32

33～34

社会保険料

控 除

生命保険料

控 除

障　害　者

控 除

寡 婦 控 除、
ひとり親控除、
勤労学生控除

配偶者控除・
配偶者特別
控除・同一生
計 配 偶 者

障害
の
程度

社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料
円

円

円

円

円

円円

万円

円

円

円

円

円

円

円

国民年金等その他社会保険

国民健康保険
介護保険

後期高齢者医療保険

新生命保険料の計

新個人年金保険料の計

介護医療保険料の計

地震保険料の計

旧生命保険料の計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

生 年 月 日

生年
月日

控除額

配 偶 者 の
合計所得金額

配偶者の
収入金額

□ 死別　□ 生死不明
□ 離婚　□ 未帰還　

□ ひとり親
　 控　　除

フリ
ガナ
氏
名

級
度1

個人
番号

個人
番号

障害
の
程度

普
1
特
2
同
3

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ
氏
名
フリ
ガナ

フリ
ガナ

氏
名

氏
名

配
偶
者

１
６
歳
未
満
の
扶
養
親
族

（
控
除
対
象
外
）

級
度2

1
・・

・　　・

□ 同居
□ 別居

続柄 普1
特2
同3特親

万円

続柄 普1
特2
同3特親

万円

続柄 普1
特2
同3特親

明・大・昭
平・令

明・大・昭
平・令

生年
月日

控除額個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名2

・・
□ 同居
□ 別居

明・大・昭
平・令

生年
月日

控除額個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名3

・・
□ 同居
□ 別居

明・大・昭
平・令

生年
月日

個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名1

・・
□ 同居
□ 別居

平・令

生年
月日

個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名2

・・
□ 同居
□ 別居

平・令

生年
月日

個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名3

・・

・ ・

□ 同居
□ 別居

平・令

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「12」に氏名、個人番号及び住所を記入して
ください。

※　　の部分は記入しないでください。
※裏面にも記入する欄がありますので注意してください。
※分離課税に係る所得等のある方、控除対象寄附金のある方は、別の申告書が必要になります。

当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に○を記入して下さい。

38

39

雑損控除

医療費控除

損 害 の 原 因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

損　害　金　額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補塡される金額
円円円

１　

収　

入　

金　

額　

等

２　

所　

得　

金　

額

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

不　動　産
利 子
配 当
給 与

一 時

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除

合 計
（㉕～37までの計＋38＋39）

事
業

総
合
譲
渡

雑

事
業

雑

営 業 等
農 　 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
合 計

医療費控除

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙～㉚
㉛～32
33～34
35
36
37
/
38
39
40

小 規 模 企 業
共済等掛金控除

寡 婦 、
ひ と り 親 控 除
勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除

生命保険料控除
地震保険料控除

配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
㉕から37までの計
雑 損 控 除

区
分

□ 給与から差引き（特別徴収）
□ 自分で納付（普通徴収）

  内容

  代筆

処 理 済  □

証明発行　 □

受付

家・事
控配
老配
一般
特定
老人
同老
特親
普障
特障
同特
年少

特親1
特親2
特親3
特親4
特親5
特親6
特親7
特親8
特親9

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
63
61
51
41
31
21
11
６
３

医療
区分
調整
控除

寡婦
ひ親
勤学

市民税・府民税の申告に必要なもの

令和　８年度分　市民税・府民税　申告書

５給与・公的年金等に係る所得以外
（令和８年４月１日において65歳未満
の方は給与所得以外）の市民税・府民
税の納税方法

地方税法附則第4条の5の規
定の適用を選択する場合に
は、「医療費控除」欄の
「区分」の□に「１」と記
入してください。

㉘　地震保
険料控除

□
同一生計配偶者
(控除対象配偶者
を除く)

本人
普障
本人
特障

こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

35
〜
36
扶
養
控
除
・
特
定
親
族
特
別
控
除

続柄 普1
特2
同3

続柄 普1
特2
同3

続柄 普1
特2
同3

（給与 円）

（年金 円）

①　市民税・府民税申告書（郵送した申告書をご使用ください。）
②　申告される方の個人番号（マイナンバー）カード
※個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号を確認できる書類（通知カード（既に送
達されていて、その記載内容に変更がないもの)等）及び本人確認書類（運転免許証等)

③　給与所得者及び年金受給者は、源泉徴収票
※源泉徴収票がない場合は、給与明細、支払証明書等

④　事業所得者（営業等、農業）は、収入金額及び必要経費がわかる帳簿等
⑤　社会保険料（国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金掛金等）の

納入済額通知書、控除証明書又は領収書（原本）
⑥　生命保険料、地震保険料等の控除証明書（原本）
⑦　身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は障害者控除対象者認定書
⑧　医療費控除を受ける場合（令和３年度から領収書の提出による医療費控除の申告はできま

せん。医療費控除の明細書の作成が必要です。また、医療費の領収書は自宅で５年間保存
する必要があります。）
・従来の医療費控除・・・医療費控除の明細書（医療保険者から交付された「医療費通知
（原本）」を添付の場合、通知に記載されている内容については明細部分の記入は省略可)
・医療費控除の特例・・・セルフメディケーション税制の明細書（令和４年度以降、健診
又は予防接種を受けた等の一定の取組を行ったことを明らかにする書類については申告
書への添付又は提示は不要です。ただし、自宅で５年間保存する必要があります。）

　　※高額療養費や保険金など補填された金額がある場合は、金額を明記してください。
⑨　寄附金税額控除を受ける場合は、寄附金の領収書又は寄附金受領証明書
※ワンストップ特例申請をした方は、市民税・府民税の申告を行うと特例申請が無効とな
ります。ワンストップ特例申請をした方が市民税・府民税の申告をする場合は、寄附金
の領収書・証明書を申告時にあらためて添付してください。

⑩　雑損控除を受ける場合は、罹災証明書の写し、災害関連支出の領収書、被害を受けた住宅
の取得年月・価格・床面積・所有者などが分かるもの、保険金などにより補填される金額
がある場合はその金額が分かるもの等

※令和８年度分市民税・府民税申告書の書き方については、別紙「令和８年度　市民税・府民
税申告の手引」をご覧ください。

※市民税・府民税の申告の要否については、裏面のフローチャートでご確認ください。
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※1 公的年金等の収入金額が非課税限度額以下の方については、申告は不要です。源泉徴収
票にてご確認ください。
例：６５歳以上（昭和３６年１月１日以前生まれ）扶養１名

⇒公的年金等収入（複数ある場合は支払金額の合計額）が2,110,000円以下
６５歳未満（昭和３６年１月２日以後生まれ）扶養１名
⇒公的年金等収入（複数ある場合は支払金額の合計額）が1,713,334円以下

なお、扶養人数や本人の障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除の有無により非課税限度
額は異なります。詳細は、高槻市ホームページ等をご参照ください。

※2「確定申告」が不要な公的年金等収入が400万円以下の方も、社会保険料控除、生命保険
料控除、医療費控除等を追加することにより市民税・府民税額の軽減を受けようとする
方は、申告が必要となります。特に、年金から引き落としされていない国民健康保険料､
介護保険料、後期高齢者医療保険料等がある方は、市民税・府民税の申告が必要です。

※3  令和８年度分市民税・府民税申告書から非課税所得欄がなくなりました。
※4  令和７年中に無収入又は収入が非課税所得（遺族年金・障害年金等）のみであった場合

は、申告書の提出義務はありません。しかし、国民健康保険料の算定・軽減判定、保
育料算定、公営住宅、教育関係等の各種申請のために、申告が必要な場合があります。
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